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当 三 重 労 働 局 

雇用均等室長  福 原  正 

厚生労働事務官  勝間田 朋美 

電話 ０５９－２２６－２３１８ 

今できることは何だろう？ 

両立支援の取り組みは、 

A社がうまくいったら、B社でもうまくいくというものでも、 

育・介法など法律以上の取組をすればうまくいくものでも、 

ありません。 

今回認定された２法人は、それぞれの従業員の両立支援に 

つながる、“今できること”に取り組み、「子育てサポート 

企業」として認定されました。 

三 重 労 働 局 発 表 

平成２６年３月１７日 

2法人を次世代育成支援対策推進法に基づき、 

新たに「子育てサポート企業」として認定！ 

県下“初”学校法人を認定！ 

 学 校 法 人 高 田 学 苑（津市） 

労使協議を重ねて取得！ 

 ヤ マ モ リ(株 )（桑名市） 

次世代認定マーク 

（愛称：くるみん） 
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１．認定企業について 
 

三重労働局（局長：畑中啓良）では、次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」と

いう。）に基づき、(学)高田学苑、ヤマモリ(株)を「子育てサポート企業」として認定した

（添付資料①②参照）。 

現在の県内の認定企業は１８社、認定件数は２３件となった（添付資料③参照）。 

 

 

 

２．次世代法について 
 

認定を受けるためには、次世代法に基づき、事業主が「一般事業主行動計画」（以下、「行

動計画」という。）を策定し、その行動計画の目標を達成するなど、９つの基準を満

たした場合は、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣（都道府県労働局長へ委任）

の認定を受けることができる（参考資料１・２参照）。 

認定企業は、「次世代認定マーク（くるみん）」を求人票や自社の商品、広告などに表示

し、仕事と家庭の両立支援企業として対外的にアピールすることができる。 

※次世代法は H27.3.31 までの時限立法であるが、現在提出されている改正法案が成立す

れば、10年間の延長と新たな認定制度の創設が決まる（参考資料３参照）。 

 

 

 

３．三重県内の届出状況（平成２６年２月末日現在） 
 

行動計画策定、届出事業主数は、７９０社 

・労働者数３０１人以上事業主は、１４９社（届出率９９．３％） 

・労働者数１０１人以上３００人以下事業主は、３９８社（届出率９９．７％） 

当局では、引き続き認定制度について周知し、行動計画策定企業が認定取得を目指して行

動計画を実施するよう啓発していく。 

 

 

＜添付資料＞  

① (学)高田学苑の行動計画の取組内容等 

② ヤマモリ(株)の行動計画の取組内容等 

③ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業名一覧 

④ 参考資料１ 「くるみんってな～に？」 

⑤ 参考資料２ 「認定基準」 

⑤ 参考資料３ 「提出された改正法案の概要等」 


